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　米国の滞在が長かったせいか，日本の大学と欧米の
大学との構造的な違いが，現在の我が国の大学の研究
者に大きな負担になっていると強く感じる。確かに，
日本の大学の教授会や委員会の決定方法は，よく言え
ば民主的である。しかし，その民主的なプロセスのた
めに，とても多くの時間を犠牲にしているようにも思
える。土俵が違うと競争にならない。欧米の科学者と
同じような体制で，日本の研究者が存分に研究できる
のが望ましい。観念的な大学としての目標を述べる時
期は過ぎている。

大学執行部は経営力を

　大学がそれぞれに自らの裁量での実現可能な改善項
目は，案外多い。しかし，大学がこうしたことを主導
的に実行する「経営力」が不足していると思われる。
いつまでも，国の一部であった感性で経営をしていく
のではなく，独立した組織として，自ら改革・改善を
自発的に取り組む中で，現在，国の制度上，制限され
てしまっている隘路については是正を求め，その提案
に基づいて，国に求めたい支援要求を明確に提起され
ることが望ましい。
　いずれにせよ，自身の組織の運営・経営方針は，自
身で決めていく姿勢こそ，今日の大学に求められてい
る。大学は国に振りまされるのではなく，国の提案，
国の政策を取捨選択していけないだろうか。

今大学に必要なのは，思弁的目標設定ではなく， 
明日への行動である

　不足しているのは大学の真の経営力である。大学の
執行部は管理をするのが主務ではなく，長期的視野を
持った立て直しこそ，求められている。今ならまだ，
大学は，比較的自由に自発的に変わることができる。
ただ，手をこまねいていれば，autonomy（自治権）を
放棄することになりかねない。今大学は瀕死の状態と
言える。末端の，しかも若い教官が瀕死である。全体
的な目標設定（スローガン）で改善される時期は終わ
っている。早急で，効果的な現場での行動こそ必須で
ある。経営とは「経」の本質的な目標に対して，「営」

のアクション・プランで成り立っていると言われてい
る。求められているのは 20年後の夢でなく，今日の教
育者，研究者を救うアクション・プランである。

研究力強化のためには個人秘書を

　具体的な問題点を列記してみる。研究者の研究時間
が様々な雑用のため，大幅に削られている。多すぎる
雑用，委員会，書類作成，その他の不要不急の仕事。
管理的な仕事で，大学の上層部が本来自己裁量で行う
べき用務が，研究者にそのまま流れている。
　この問題を下流側から解決するには，パートタイム
の個人秘書を増やすしかない。必要な人件費は大学が
獲得した研究費の 30%オーバーヘッドから「優先的」
に支払うべきである。これを大学に義務付ける。個人
秘書の業務としては，研究以外の書類作成，学会の世
話，委員会の準備等，研究者本人がどうしても行わな
ければならない作業を除くほとんどの雑務を行うこと
で，研究者は息を吹き返す。

会議の抜本的整理を

　大学の会議は多すぎる。委員会は最初の 1時間のみ
を出席義務とし，1時間後は研究に戻って良いことで
かなりスッキリする。また，5名以上の委員会はでき
る限り 5名以下の員数に絞り，大学内の書類は全て
A4，1頁以内に制限し，印鑑のシステムを廃止，全て
ペーパーレス電子メールで行い，電子サインを可とす
る等，明日からでもできることは多い。

研究教授と教育教授を分ける

　研究教授と教育教授を分ける。どちらを選ぶかは，
原則，ご本人に決めていただく。教育教授の給与は 2

割程度高くする。そのために必要な支出は教育義務を
一部免除された研究教授の減俸から支出し，大学全体
としての人件費は変わらないように工夫する。研究教
授の減俸した給与は，本人が獲得した研究費から補填
できるように制度化する。教育教授が，学部卒論生を
受け入れる場合には，実験なしの討論のみか，あるい
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は企業での 12ヶ月の給与付きインターンシップで卒
論の替わりとする。教育教授は研究室を持たないこと
で，研究教授の研究スペースを拡大・確保する。一方，
研究教授の教育義務は大幅に削減する。研究教授と教
育教授の人数は，当面は徐々に変動させ，最終的には
研究教授と教育教授の比率が 3：1くらいを目標とす
るが，この目標は大学によって大きく変わってよい。
研究教授の多い大学は自然と研究大学に，教育教授の
多い大学は教育大学になる。
　教育教授は毎年のように講義の内容を更新しなけれ
ばならない。また，担当講義の科目は海外の大学のよ
うに，毎年か数年ごとのローテーションが必須。学問
の変化の激しい今日，同じ講義を数年以上続けるのは
どこかおかしい。研究ではなく，素晴らしい教育で学
生を集めることができる大学も大切である。
　生活給与が支給される TAが積極的に（研究）教授
の授業をサポートする。無論，試験問題の作成と採点
も TAの仕事である。そのほか少人数教育と毎週のク
イズ作成などが必須。TAの給与は研究教授の研究費
とオーバーヘッドから支出できるように工夫する。

教育と研究には効率でなく効果を重視せよ

　日本人の民族性から，内向型で集団を好む日本社会
では，一般には外界が不安で，全てを完璧な計画で不
安感を解消している。日本社会は世界一のリスク・フ
リーの社会であり，計画志向が非常に大きく，接待で
も計画通り進むかが重要で，客が喜ぶかは二の次にな
る。そのため，大学の事務処理でも完璧でないとダメ
だと事務官は思っている。少しくらい瑕

か

疵
し

があっても
成果には大きな問題にはならない。「効率」を好み，「効
果」はほとんど重視しないことの弊害である。教育と
研究には「効果」こそ，大切である。
　我が国の大学院理系博士課程の進学率が激減してい
る。学生は先生の毎日を見て育つ。雑用に忙殺される
教官は，若い世代にどう映るだろうか。若い先生が，
それぞれの目標に向けてフルスイングできる大学，溌
剌と毎日を楽しむことができる大学を作ることは，我
が国がなによりも優先すべき事項であろう。

執行部の英断がほしい

　以上の提案の大半は大学の執行部が決意すれば，財
源なしで今すぐにでも実行可能である。文科省はそれ
を側面支援してほしい。一つの大学でいいから，こうし
た革命的改革への道を一歩踏み出してほしい。ひとつの
成功例こそ大切で，それがいくつかの大学を動かす。
全ての大学が金太郎飴になってはならない。政府が提
唱する素晴らしい未来社会（Society 5.0）を実現できる

のは，そうした生まれ変わった大学ではないだろうか。

　ここまで，大学内だけで改善可能なものを挙げた
が，学外の環境も変える必要がある。

時代を先取りするプロジェクトを

　国際的に研究プロジェクトの動向が以前より急速に
変化しているが，それに対して我が国の研究者の対応
が遅い。以前からその傾向はあったが，以前と比べ世
界の科学技術の変化のテンポが早まっているのに，我
が国の研究者がそれに敏感に追随していないと感じ
る。昔のゆったりした変化のテンポでも，それなりに
対応できてきたが……。これに対応するには，研究者
は研究費の応募の際に，安易に手近なプロジェクトを
選ばずに，たっぷりと時間を使って，直近のプロジェ
クトでなく，数ヶ月，徹底的にプロジェクトの将来を
考え，独創的な未来テーマを創出し，世界を先導して
ほしい。これもたっぷりした研究時間が前提である。

大切な真の純正研究を

　日本は米国の課題追求型の研究費申請制度を，丸ご
と取り入れてきた。しかし，昨今，年々校費が削減さ
れ，純正研究はできなくなり，心ならずも課題追求の
研究費申請に応募し，自らの研究を曲げ，課題に対す
る「そこそこ」の目標を掲げているが，本音は自らの
夢を追い求める研究がしたいと見受けられる先生が居
られる。もし，この先生が独創的な基礎から出発し，
真の純正研究に向かって研究しておられるなら，はっ
きりと，「私は自分の夢の実現のためだけに研究をし
ている」と言いきってほしい。課題追求研究は JSTに
任せ，純正研究を歓迎して受け入れる研究費のあり方
を JSPSは一層工夫してほしい。課題追求ばかりだと，
完全に中国に抜かれてしまう。小型で，抹消の，全員
同じ研究をする国になってしまうのだけは避けなけれ
ばならない。

　企業でも，大学でも共通する最重要課題は有能で独
創的な人材の確保であり，彼や彼女がのびのびと本来
の仕事に集中できる場を作ることである。米国の大学
のプレジデントやプロボスはこれだけしか考えていな
い。我が国もそうであってほしい。

Ⓒ2019 The Chemical Society of Japan

ここに載せた論説は，日本化学会の論説委員会が依頼した執筆
者によるもので，文責は基本的には執筆者にあります。日本化
学会では，この内容が当会にとって重要な意見として掲載する
ものです。ご意見，ご感想を下記へお寄せ下さい。
論説委員会 E-mail:　ronsetsu@chemistry.or.jp
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　東京の超有名な先端研究を行なっている研究室を訪
問して，心底驚いた。その研究室で研究しているほと
んどの学生や博士研究員が留学生であった。日本人の
博士課程の学生や博士研究員は一握りである。これで
は，一体誰が我が国の次世代科学技術を担うのだろう
か。帰化した留学生でいいのだろうか。

理系大学院生へ生活給与は世界の常識

　欧米や中国の大学においては，理系大学院学生は政
府から生活給与を受けている人がほとんどである。例
えば，私の在籍していたシカゴ大学でも，大学院学生
は毎月40万円くらいの給与を受けているし，授業料も
免除である。ヨーロッパの大学では，さらに高額の給
与がもらえる。それに比べて日本はどうだろう。大学
が特別なプロジェクトを一時的に組んでいる場合に
は，大学院学生が生活給与を短期間期待できる場合も
あるが，このような幸運の理系大学院生は限られてい
る。奨学金制度もあるが，生活費としては，はるかに
物足りない上に，授業料で消えてゆく。2～3年くらい
の短期の給与で，一生かかっての返済が前提である。
数少ない返却免除の奨学金の競争は激しく，受給者は
ほんの一握りの学生だけである。まとめると，様々な
奨学金や給与の制度はあっても，きちんと生活を保証
した給与を受け取ることのできる学生はほとんどいな
い。
　現在のこの状況は我が国の政治の大きな怠慢であ
り，このままでは，我が国の科学技術の担い手がいな
い時代が到来し，科学技術のイノベーションが無縁の
社会となる。すべての世代に大きな負債を背負うこと
になる。一刻も早くこの問題は解決しなければならな
い。

大学院生の経済障壁を除くことが国の発展の最低限の条件

　ヨーロッパのほとんどの国において，理系の大学院
学生は，生活する上で，めぐまれた給与に保護されて

育てられている。中国のいくつかの有名大学でもほぼ
同じ状況である。我が国ではどうだろうか。若者の大
学院への進学，博士課程への進学はこれらの国に比べ
て，比較にならないほどの経済的な障壁がある。こう
した障壁が存在していることを，ほとんどの日本人は
きちんと理解しているとは思えない。給与制度を理系
の大学院学生に与えても，かかる費用は我が国の国家
予算から考えて微々たるものであるが，その効果は未
来の社会を創生する上で，10年後，20年後に非常に大
きな差になるだろう。

米国の数学教室の学生支援方式に学ぶ

　ヨーロッパの大学のほとんどが返却を必要としない
給付制度を導入しているのに対して，米国では教授の
獲得した研究費から学生の給与を支払っている場合が
多い。その教授が研究費を獲得できなかった場合に
は，研究室に所属している学生の給与は基本的には消
滅する。その結果，学生は研究室を移動しなければな
らなくなる。主任教授が教室のティーチングアシスタ
ントのポジションを暫定的にその学生に与えることも
あるが，長期間は難しい。したがって，移動できる研
究室がない場合には，配属されていた学生は他大学へ
の移動を考慮する。さて，この方法の利点は競争的資
金を獲得した教授には，優秀な学生を獲得できるとい
う点である。こうなると米国方式とヨーロッパ方式は
どちらも長所，短所がある。米国方式は財団や国が定
めた直近の課題に対して，大学院学生がその研究成果
に見合う給与を受けることになるが，ヨーロッパ方式
では，学生が将来の国の産業の担い手として育成する
ことへの投資だろう。また，米国方式は課題追求型の
研究の振興に益するのに対して，ヨーロッパ方式は金
銭を伴わない純正研究の推進にも有効だろう。興味深
いことに，米国で純正研究を目標とする教室，例えば
数学教室では所属する大学院学生全員の生活給付をま
とめて米国の NSF財団等から獲得している。

我が国の大学院学生に給与を
●

Hisashi YAMAMOTO　山本　尚　日本化学会　元会長，中部大学
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　米国の課題追求型研究で大学院学生を支援する方式
では，どの研究室に配属されるかで，研究費がなくな
ると生活給与がもらえなくなる可能性があるため，学
生に不平等感を与える。我が国に取り入れた場合に
は，我が国の内向的な民族性から必ずしも歓迎されな
いだろう。一方のヨーロッパ型の給付ではすべての大
学院生が対象になるので，非常に特殊な分野や理系以
外の様々な分野の学生支援も可能となるので，大きな
資金が必要となる。私は，米国の数学教室の方式が我
が国に最も適していると感じる。具体的には，数学教
室はその教室の卒業生が，いかに米国の国益となるか
を書いた申請書を毎年書くことが必要であるが，これ
によって，国益に益する分野の研究に対して支援する
ことが可能となる。

我が国で明日からでも実現可能な給与制度の導入

　これが我が国で実現すれば，制度を開始するに当た
って，大学の 5年制大学院生の定員の数年分の生活給
付を学術振興会や科学技術振興機構に毎年申請するこ
とになるだろう。採択された場合には，当該学生には
「1名分の生活給与」を毎月支払うことが義務付けられ
る。時代の流れにある程度沿った研究テーマの申請が
必要だろうが，社会の要請に即した大学の研究テーマ
の刷新にも益する。もし，大学からの事後報告が十分
な水準に達していない場合には，次年度の申請は却下
される。そうなると，次々年度の申請は入学定員を減
らすことで申請するが，少し時間が経てば，その教室
に見合った学生全員の受給が可能である。レベルの高
い大学では毎年のように採択されることになるだろう
が，小・中規模大学は採択率から判断して，入学定員
の縮小を考えざるを得ないことも起こるだろう。しか
し，これによって，国立や私立の大学からの幅広い応

募が期待できるし，一方では納税者にも十分に説明で
きる制度となるだろう。

生活給与支給で今後の我が国の 
科学技術イノベーションの基盤を作る

　生活給与の制度で，安全・安定を尊ぶ今日の若年層
でも，ためらうことなく，大学院進学が可能となるし，
こうした給与の制度は本当に優秀な海外からの大学院
留学生の獲得にも役立つだろう。5年間の潤沢な給与
があれば，アルバイトなどは考えずに，研究に没頭で
きる。これによって本当に優秀な我が国の学生を確保
し，我が国の次世代科学技術を担う人材を育成でき
る。もちろん，欧米のトップの大学卒業生を世界中か
ら獲得することもでき，国際化促進にも効果が期待で
きる。

　大学院学生の生活給与に関しては野依良治教授（論
説：2017年 4月 1）や 2016年の科学技術振興機構の
CRDSコラム 2））や林民生教授（論説：2017年 6月 3））
が大学改革の一環として給付の必要性を述べておられ
るが，残念ながら政府はこの喫緊の問題を取り上げな
いままに，いたずらに時間が経って，今日の切迫した
状況に至っている。併せて読んでいただければ，幸甚
である。
 1） 野依良治，化学と工業 2017，70，324．
 2） 野依良治，科学技術振興機構HP野依良治の視点，2016 年 11 月 18 日．

https://www.jst.go.jp/crds/about/director-general-room/column04.
html

 3） 林　民生，化学と工業 2017，70，477．
Ⓒ2020 The Chemical Society of Japan

ここに載せた論説は，日本化学会の論説委員会の委員の執筆に
よるもので，文責は基本的には執筆者にあります。日本化学会
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やっと始まった大学院生への生活給付

　日本の理系大学院学生には生活給付が支給されてい
ない。そのために，大学から大学院までと，わずかな
奨学金でも，その間の借財は総計1000万円を超えてし
まう。博士課程への進学を萎えさせる要因となってい
る。このままでは，今後，我が国のイノベーションの
源が枯渇する。問題の重要性を随所で訴えてきたが，
最近，政府はようやく重い腰を上げ，生活給付を始め
ることに舵を切った。初年度は国内7800人で博士課程
だけであるが，これは，素晴らしい一歩である。将来，
修士課程まで拡大することで，我が国の将来を左右す
る懸案が一部解消される。

欧米の研究室に追いつくには必須の講座制廃止

　もう 1つの解消しなければならない重大な課題は，
我が国の大学の講座制 1）である。明治初期の日本の大
学がドイツなどのヨーロッパの大学が 1世紀以上前に
廃止した制度をそのまま受け継ぎ，今ではヨーロッパ
ではとっくに消滅している講座制を続けているのだ。
この制度は若い世代の科学技術への参入をほとんど封
じており，日本の大学の研究の発展を著しく損なって
いたことは明らかであるのに，大学自治の原則を守る
大学は講座制解消に前向きでない。改革する上で，障
害となるのはこの制度にどっぷりと座っている教授陣
営で，座っている座布団を変えるほどの変革には強く
反対している。しかし，この制度がなくなれば，若い
科学者の早期の独立が可能となり，ようやく欧米や中
国の大学と肩を並べることができる。大学院を卒業
し，博士研究員を 2～3年経験した若手の研究者が，真
っ白の紙に思う存分の化学の絵を描ける。無論，こう
した若者のすべての提案が成功することはないだろ
う。しかし，そのうちいくつかの芽が膨らみ，若木に
成長することで，日本発のイノベーションにつなが
る。講座制廃止は一刻の猶予もできない。

望まれる大学執行部の大英断

　大学は法人化したことで，決心すれば，こうした大
学による変革を行うことが可能である。大学執行部の
大英断を期待したい。もし成功すれば，旧帝大の一人
舞台であった我が国の大学の現状は大きく変わるだろ
う。そうした大変革こそ現状を打破するためには必要
不可欠だ。特に注目したいのは大学の2007年の学校教
育法改正の不履行である 2）。制度上では国立大学の教
授，准教授，助教はすべて独立裁量権を得て，教育研
究を行う権利と義務をもつことになったが，大学は基
本的には受け入れていない。

若い研究者に独立助教のポジションを

　さて，もし成功すると，大学は若手の研究者を毎年
相当数募集することができる。そして，全国の大学や
海外から応募してきた研究者たちを面接し，新しい助
教ポジションについた折にどんな夢を持っているかを
詳しく聞き，その内容を講演させる。その内容によっ
て，大学がポジションをオファーするかを決める。そ
の後は大学執行部の問題となる。もし彼や彼女がオフ
ァーを受けた場合に，どの程度の資金を与えるかを決
めなければならない。また，研究室のスペースのサイ
ズをどのくらい提供できるかを決める。すべての条件
に双方満足したら，本契約になる。契約した場合には
半年くらいは研究室の立ち上げの時間である。教室は
彼や彼女の雑用を減らし，最大限に仕事がしやすい環
境を与えなければならない。スタートアップ・ファン
ドより，さらに大きな資金を得るために研究費の申請
書を書くと同時に新たに学生たちを募集する。確か
に，彼や彼女はとても忙しい 1年を過ごす。しかも，
その間に良い論文を書き，名前を国内外に売り込まな
くてはならない。若手のタレントのような多忙な一年
を過ごすのだ。

講座制から欧米並みの研究室への改革
――猶予できない日本の大学
●

Hisashi YAMAMOTO　山本　尚　日本化学会　元会長，中部大学
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数年で勝負が決まる選別

　数年たつと，勝負が決まってくる。研究が順調に進
み，学生が数名研究に参加し，研究費も潤沢に入って
くる。一方では提案したプロジェクトに失敗し，成功
しない研究者も生まれてしまう。その場合，時限が過
ぎると大学は彼に離職を勧告し，その結果，企業に就
職したり，国内や海外の博士研究員に再度挑戦する人
もいるだろう。この歩留まりが 5割くらいなら健全な
教室といえる。

個人主義と集団主義の理想的な融合

　大成功した研究者は多額の研究費と多くの学生や博
士研究員を擁する研究室になってくる。最初はたった
1人の個人であったが 10年もたつと大研究室の指導者
となり，教授となった集団の長となるのだ。もしさら
に研究室の規模を拡張したい場合には，さらに大型の
研究費を獲得し，この資金を用いて 5年時限の准教授
を雇えばいい。従来の准教授，助教等の制度的な裏打
ちはない。また，研究費から秘書を雇い，雑用を減ら
し，さらに大きな成功に向けて飛翔できる。これによ
って，研究の始めは個人主義，育つと集団主義という
日本的な素晴らしい調和のシステムが実現する。

資金は後からついてくる

　現在，任期付きの助教や定年が近い教員を擁する研
究室は彼らの席が空くのを待って，独立助教の募集を
すればいい。したがって，大学は初年度は教室で 1～2

名の教員を雇うだけになるだろう。最初から大きな資
金は必要ない。なんとか，既存の研究室からの資金や，

関接諸経費で進めてほしい。5年ほどたつと，多くの
独立助教が研究を進める研究室に成長する。その間に
順次，研究費や人員の整備等を文科省と折衝の上，整
えればいい。改革はゆっくりしたスピードでもいいの
だ。

今後の大学間の競争の前ぶれ

　こうした変革に成功した大学は内外の素晴らしい科
学者を集めることで，大学としての名を上げることが
でき，講座制から脱却できない大学との格差は大きく
広がってゆくだろう。また，変革には文科省と大学と
の密接な検討が必要だろう。変革を成功させるには，
大学内の一致団結した意思と，改革のエネルギーが前
提である。そして，この変革なしには，我が国の大学
があっという間に，開発途上国並みに凋落するのは明
らかで，一刻の猶予もなく一歩を踏み出していただき
たい。我が国の新進の若者に自由を与えて，積極的に
育てて欲しい。
 1） これまでには講座制の問題を論じた論説は多い。例えば，林民生先生の

2017 年の論点でも講座制をいくつかの課題の 1つに挙げている（化学
と工業 2017，70，477）。

 2） 「2007 年の学校教育法改正の不履行である」との表現は，JST「野依セ
ンター長室から」の『（5）大学は「徒弟制度」からの脱却を』から引
用した。

  https://www.jst.go.jp/crds/about/director-general-room/column05.
html
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